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③

　６
月
30
日
に
支
給
の
対
象
と

な
る
可
能
性
の
あ
る
人
に
郵
送

し
ま
し
た
。

　お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、

申
請
書
へ
の
必
要
事
項
の
記
入

と
添
付
す
る
書
類
の
準
備
を
お

願
い
し
ま
す
。

　対
象
者
・
支
給
額
・
加
算
対

象
者
は
、
９
ペ
ー
ジ
の
表
の
通

り
で
す
。

　同
封
の
返
信
用
封
筒
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　窓
口
で
の
申
請
の
場
合
、
窓

口
が
混
雑
し
、
お
待
た
せ
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る

べ
く
郵
送
で
の
申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
郵
送
申
請

▽
受
付
期
間

　平
成
27
年
１
月

５
日
（
消
印
有
効
）
ま
で
。

■
窓
口
申
請

▽
受
付
期
間

　平
成
27
年
１
月

５
日
ま
で
。

▽
場
所
・
時
間

　市
役
所
１
階

市
民
ホ
ー
ル

　平
日
（
７
〜
９

月
）＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

７
時
、
土
・
日
曜
日
・
祝
休
日

（
７
月
）＝
午
前
９
時
〜
午
後
５

時
（
10
月
１
日
以
降
は
市
役
所

16
階
実
施
本
部
を
予
定
）。

　各

・

・

・
田
原
・
岡

本
事
務
所

　平
日
（
７
〜
９

月
）
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分
。
バ
ン
バ

の
み
、

7
〜
９
月
＝
午
前
10
時
〜
午
後

７
時
。

　申
請
者
宛
て
に
通
知
書
を
郵

送
し
ま
す
。
通
知
書
に
記
載
し

た
支
給
額
や
振
込
予
定
日
な
ど

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
口
座
振
込

　申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
指
定

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

■
現
金
支
給

　金
融
機
関
の
口
座
を
お
持
ち

で
な
い
人
は
、
現
金
支
給
と
な

り
ま
す
。

　な
お
、
申
請
当
日
の
支
給
は

で
き
ま
せ
ん
。

▽
日
時
・
場
所

　支
給
決
定
通

知
書
兼
支
払
通
知
書
で
指
定
し

た
日
時
と
場
所
。

■
支
給
時
期

　申
請
受
付
か
ら
約
１
カ
月
半

後
。

質
問
　１
月
２
日
以
降
に
市
外

か
ら
転
入
し
た
の
で
す
が
、
申

請
書
が
届
き
ま
せ
ん
。

答
え
　１
月
１
日
現
在
で
住
民

登
録
を
さ
れ
て
い
た
市
区
町
村

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

質
問
　申
請
書
を
紛
失
し
て
し

ま
っ
た
の
で
す
が
ど
う
し
た
ら

よ
い
で
す
か
？

答
え
　再
発
行
の
お
手
続
き
を

す
る
た
め
、
実
施
本
部
☎（
632
）

５
１
７
２
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

質
問
　申
請
書
の
書
き
方
が
分

か
り
ま
せ
ん
。

答
え
　同
封
の
記
載
例
を
確
認

し
て
い
た
だ
き
、
不
明
な
点
は

実
施
本
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

質
問
　郵
送
申
請
と
窓
口
申
請

と
あ
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
の
申

請
の
方
が
早
く
支
給
さ
れ
ま
す

か
？

答
え
　ど
ち
ら
か
の
申
請
だ
け

早
く
支
給
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
申
請
を
受
け

付
け
た
時
期
に
よ
っ
て
支
給
の

時
期
は
変
わ
り
ま
す
。

質
問
　支
給
の
対
象
と
な
る
か

ど
う
か
確
認
し
た
い
の
で
す

が
？

答
え

　下
の
対
象
者
診
断

チ
ャ
ー
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　な
お
、
支
給
の
対
象
と
思
わ

れ
る
人
で
６
月
30
日
か
ら
１
週

間
を
過
ぎ
て
も
申
請
書
が
届
か

な
い
場
合
に
は
、
実
施
本
部
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

質
問
　施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
家
族
が
い
る
場
合
の
申
請

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？

答
え
　住
民
登
録
が
別
の
場
合

に
は
、
申
請
書
を
登
録
先
の
住

所
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
施
設

な
ど
に
入
所
し
て
い
る
ご
本
人

か
ら
申
請
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

◎この特集についての問い合わせは、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金実施本部☎（632）
5172へ。
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質問

答え

臨時福祉給付金・子育て世帯
臨時特例給付金

臨時福祉給付金・子育て世帯
臨時特例給付金

６月30日に臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請書を郵送しました。
支給方法は、原則、口座振り込み、支給は1回限りです。

7月1日から申請受け付け開始

申請から支給までの流れ
① 申請書の郵送（6月30日）

② 申請書の提出（7月1日～）

③ 支給（不支給）決定通知の郵送

④ 支給（原則、口座振り込み）

市
民
の

皆
さ
ん

市
役
所

申
請
書
の
郵
送

支
給

申
請
書
の
提
出

（
郵
送
ま
た
は
窓
口
申
請
）

支
給
決
定
通
知
書
兼
支
払

通
知
書
ま
た
は
不
支
給
決

定
通
知
書
の
郵
送
　

▶
厚
生
労
働
省
給
付
金
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ
」

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金

対

　象

基準日（平成26年1月1日）
現在、市の住民基本台帳
に登録があり、平成26年
度分の市民税（均等割）が
課税されていない人
※平成26年度分の市民
税が課税されている人に
扶養されている人、生活保
護制度の被保護者などは
対象外

基準日（平成26年1月１
日）現在、平成26年1月
分の児童手当（特例給付
を含む）の受給者で、平
成25年の所得が児童手
当の所得制限額に満たな
い人
※臨時福祉給付金対象
者、生活保護制度の被保
護者などは対象外

支
給
額

対象者1人に付き1万円
※支給対象者の中で次
のいずれかに該当する場
合は5,000円を加算。①
老齢・障害・遺族基礎年
金などの受給者②児童
扶養手当の受給者③特
別児童扶養手当の受給
者④特別障害者手当の
受給者など

対象児童1人に付き1万円
※臨時福祉給付金を受給
した人には支給されません

▽国・県・市職員などが、ATM（銀行・コンビニ
などの現金自動支払機）の操作をお願いすること
は、絶対にありません。
▽ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込
んでもらうことは絶対にできません。
▽国・県・市職員などが、「臨時福祉給付金」や
「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するために、
手数料の振り込みを求めることなどは絶対にあり
ません。
▽自宅や職場などに、不審な電話がかかってきた
場合は、最寄りの警察署へご連絡ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を

対象者診断チャート
平成26年1月
1日現在、生活
保護を受けて
いますか

対象ではありません 対象ではありません

平成26年度分
の市民税は課
税されていま
すか

平成26年1月1日現
在、中学生以下の子
どもがいますか

平成25年の所得は
児童手当の所得制
限額以上ですか

子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者と
なる可能性があります

子育て世帯
臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能性
があります

臨時福祉

平成26年度分
の市民税が課
税されている
人に扶養され
ていますか

は
い は

い

は
い

い
い
え

い
い
え

は
い

い
い
えは

い

いいえ

い
い
え

窓 口
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いますか

対象ではありません 対象ではありません

平成26年度分
の市民税は課
税されていま
すか

平成26年1月1日現
在、中学生以下の子
どもがいますか

平成25年の所得は
児童手当の所得制
限額以上ですか

子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者と
なる可能性があります

子育て世帯
臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能性
があります

臨時福祉

平成26年度分
の市民税が課
税されている
人に扶養され
ていますか

は
い は

い

は
い

い
い
え

い
い
え

は
い

い
い
えは

い

いいえ

い
い
え

窓 口


